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大
阪
市
廃
止
・
分
割
構
想

②

特別区民に重い負担
て
、
８
８
０
万
人
府
民
全
　
決
ま
っ
て
い
る
と
し
て
、

体
で
負
担
す
れ
ば
、
そ
れ
　
特
別
区
民
は
府
民
税
と
特

ぞ
れ
の
特
別
区
に
配
分
さ
　
別
区
民
税
の
二
重
負
担
を

れ
る
財
政
調
整
財
源
が
増
　
す
る
制
度
に
な
っ
て
い
ま

え
る
こ
と
に
な
る
」
　
　
　
　
す
。

大
規
模
な
事
業
も
　
解
決
は
構
想
中
止

　
　
「
大
阪
万
博
」
の
費
用
　
　
本
来
、
府
税
で
賄
わ
れ

も
大
阪
市
が
政
令
市
な
の
　
る
べ
き
事
業
ま
で
、
政
令

で
府
と
折
半
し
て
い
ま
し
　
市
で
な
く
な
っ
た
特
別
区

だ
。
政
令
市
で
な
く
な
っ
　
民
に
負
担
さ
せ
る
仕
組
み

て
も
特
別
区
民
は
負
担
す
　
は
、
そ
れ
で
な
く
て
も
膨

る
こ
と
に
な
る
た
め
、
万
　
大
な
設
置
コ
ス
ト
と
行
政

博
経
凹
の
府
負
担
分
を
府
　
経
買
の
増
加
で
厳
し
い
特

税
で
、
特
別
区
分
を
特
別
　
別
区
の
財
政
を
圧
迫
し
、

区
民
税
と
い
う
二
重
負
担
　
市
民
サ
ー
ビ
ス
切
り
捨
て

に
な
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
へ
と
追
い
込
む
こ
と
に
な

　
関
西
空
港
と
新
大
阪
を
　
り
ま
す
。

結
ぶ
「
な
に
わ
筋
線
」
（
総
　
　
問
題
解
決
の
道
は
、
大

事
業
買
３
３
０
０
億
円
）
　
　
阪
市
の
権
限
・
財
源
を

や
大
阪
駅
北
側
を
再
開
発
　
「
む
し
り
取
る
」
（
橋
下
徹

す
る
「
う
め
き
た
２
期
区
　
・
元
維
新
代
表
」
大
阪
市

域
基
盤
整
備
事
業
」
な
ど
　
廃
止
・
分
割
構
想
を
中
止

も
、
府
と
大
阪
市
、
関
係
　
さ
せ
る
こ
と
で
す
。

事
業
者
と
の
負
担
割
合
が
　
　
　
　
　
　
　
（
つ
づ
く
）

　
大
阪
市
廃
止
・
分
割
構
　
長
居
、
天
王
寺
の
五
つ
の

想
で
は
、
大
阪
市
か
ら
府
　
公
園
の
維
持
管
理
費
の
問

に
移
管
し
た
事
業
に
は
、
　
題
を
取
り
上
げ
、
二
重
負

特
別
区
の
税
金
な
ど
を
　
担
は
や
め
る
べ
き
だ
と
次

原
資
と
す
る
財
政
調
整
　
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
し

財
源
が
使
わ
れ
ま
す
。
　
た
。

そ
の
た
め
特
別
区
の
区
民
　
　
　
「
東
西
区
民
（
第
1
4
回

は
、
他
の
市
町
村
民
が
負
　
法
定
協
議
会
当
時
）
は
み

担
し
て
な
い
事
業
費
を
　
ず
か
ら
の
区
域
に
五
つ
の

　
「
二
重
負
担
」
「
過
重
負
　
公
園
が
な
い
に
も
か
か
わ

担
」
す
る
問
題
が
発
生
し
　
ら
ず
、
も
と
も
と
大
阪
市

ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
民
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由

　
反
対
を
表
明
し
て
い
た
　
だ
け
で
負
担
す
る
と
い
う

公
明
党
は
、
服
部
緑
地
な
　
よ
う
に
、
特
別
区
民
だ
け

ど
「
こ
れ
ま
で
の
府
営
公
　
が
特
別
に
負
担
さ
せ
ら
れ

園
」
に
加
え
、
大
阪
市
か
　
る
制
度
設
計
に
な
っ
て
い

ら
府
に
移
管
す
る
鶴
見
緑
　
る
。
も
し
こ
の
五
つ
の
公

地
、
大
阪
城
、
難
波
宮
跡
、
園
の
維
持
管
理
に
つ
い
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